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＜総説＞

抄録
食品衛生法が改正され，食品関係事業者は原則的にHACCPを実施することが制度化された．

HACCPは食品のハザードを明らかにしたうえで，その管理方法を決定するシステムであるため，ハ
ザードの理解が必須である．しかし，すべての食品関係事業者がハザードを理解して管理方法を決め
ることは難しいため，それらの事業者を指導する地方自治体の食品衛生監視員等の役割は重要性が増
している．そのため，食品衛生監視員等は適切な研修を受ける必要がある．HACCPは米国やEUでは
既に義務化されており，担当職員の研修も実施されているため，参考になる部分があると思われる．
一方で，米国等とは職員の雇用形態が異なり，日本は閉鎖型任用制であるとされているため，それら
も加味した研修が必要となる．さらに，国際的には安全な食品の概念は広がりを見せているので，そ
れらを含めて，今後の食品衛生監視員に求められる研修制度について考えてみた．
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Abstract
With the revision of the Food Sanitation Act in 2018, food-related businesses are required to implement 

HACCP in principle. Since HACCP is a system that identifies hazards in various foods and then determines 
how to control them, a clear understanding of the hazards is essential. However, it is difficult for all food-re-
lated businesses to understand the characteristics of the hazards and decide how to control them, so the 
role of the food sanitation inspectors of local governments in guiding these businesses is becoming more 
and more important. Therefore, it is necessary for food sanitation inspectors to receive appropriate training. 
HACCP is already mandatory in the United States and the European Union, and training for food safety staff 
is being conducted accordingly. Therefore, there are many areas that can be referred to. On the other hand, 
since the method of hiring staff differs from that of the United States and other countries, and since Japan is 
considered to have a closed career system, it is necessary to provide training that takes these factors into 
account. Furthermore, since the concept of safer food for consumers is expanding internationally, we have 

特集：HACCP導入による今後の食品衛生
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I．はじめに

食品衛生法が平成30年 6 月に改正され，すべての食品
関係事業者は原則HACCPを実施することが制度的に求
められることとなった．

HACCPはハザード分析により確認された，食品に由
来するハザードを確実に管理していく方式である
（表 1 ）．そのため，各ハザードの特徴を理解して，そ
の特徴に基づき確実に管理できる方法を決めることが必
要になる．食品に係るハザードを正しく理解しておくこ
とはHACCPの前提となるが，ハザードには腸管出血性
大腸菌（以下，EHECという．）やノロウイルス等の生
物的ハザード ，洗浄剤やヒスタミンのような化学的ハ
ザード，金属片やガラス等の物理的ハザードに大きく括
られており，そのハザードがどこから食品に侵入し，ど
のような挙動を示し，どのように管理する必要があるか
を適切に考慮しないと，それらを確実に管理することは
難しい．このようなハザードに係る情報をすべての食品
関係事業者が正しく理解し，それに基づき管理方法を
個々に適切に決めることは難しいと思われる．従って，
通常はこれまでの経験等から，それぞれの食品で，これ
まで行われてきた製造管理方法に従うことで，安全な食
品を作ってきた．その経験が理解され，伝えられてきた
ため，大きな事故を起こすことなく製造されてきたが，
一方で，技術的な進歩により新たな加工方法が開発され
たり，これまでになかったタイプの食中毒も発生したり
しており，食品関係事業者は対応を求められている．

II．新しいタイプの食中毒

例えば，EHECによる食中毒がある．EHECによる食
中毒は，過去10年間では，年間10～30件，患者数は100
～1,000人で推移しており，時に死者も発生し，平成28
年には共通の原因食品により合わせて10人が亡くなる事
例も発生している[1]．また，EHECは少量の菌数（100
個程度）でも感染が成立するため， 人から人への経路，
または人から食材・食品への経路で感染が拡大しやすい
とされている[2]．これは食中毒予防の 3 原則「つけない，
増やさない，やっつける」[3]のいずれもが，これまで
のやり方では十分でないことを示している．つまり，食
肉には少量だが，EHECが付着しているものが流通して
おり[4]，付着したものを見つけ出してそれだけを排除
することは困難であり，食品の製造現場に入ることを防
ぐことは難しい．また，この菌は少量の菌で感染・発症
するため，食品中で発症菌量まで増えなければ食中毒に
はならないという，「ふやさない」の原則も適用が難し
い．これまでの食中毒原因菌，例えば黄色ブドウ球菌は
106～108個/gまで増殖しなければ食中毒にはならないた
め[5]，その量に至るまでの時間的な猶予がある．しか
し，EHECでは102個程度で感染・発症につながるため，
汚染段階でその程度の菌がいることは十分に考えられる．
従って，「ふやさない」ための時間的な猶予は殆どない
ことになる．更に，汚染した菌を殺菌する際も，発症菌
数以下に管理できれば食中毒にはならないが，生野菜等
を提供する際に行う洗浄・殺菌が不十分だと菌が残って
しまうため，これまで以上に確実に殺菌を行わないと事
故に繋がる恐れがある．つまり，「やっつける」という
原則を適用する際にも注意を要することになる．また，
「つけない」も汚染源から他の食材や器具・容器等にた
とえつけたとしても，食中毒になるレベルまで増殖させ
なければ問題にならなかったが，EHECでは感染・発症
菌量が少量のため，つけただけで問題となり，これまで
の管理では十分でないことになる．
もちろん，施設内で交差汚染により，食肉から野菜等
の他の食材に病原菌を汚染させないことは必要である
し，少量で発症する菌は現状以上に増殖させないことは
必須であるため，食中毒予防の原則が必要であることは
変わらないが，これまでと同じようなやり方で，これら
の原則を守っていれば食中毒が予防できるわけではない
ことを，認識しなければならない．そのため，食中毒を
予防するためには，食品に付着しているEHECは確実に
殺菌しなければならない．例えば，食肉であれば通常は
75℃ 1 分以上の加熱[1]を実施して殺菌したり，生食す
るサラダ等は次亜塩素酸ナトリウム等[6]で殺菌するこ

表 1　HACCPの 7 原則と12手順
原則 手順＊ 内容

1 HACCPチームの編成
2 製品説明書の作成
3 意図する用途と対象消費者の設定
4 製造工程一覧の作成
5 製造工程一覧の現場での確認

1 6 ハザード分析
2 7 重要管理点（CCP）の決定
3 8 管理基準（critical limit )の設定
4 9 モニタリング方法の設定
5 10 改善措置の設定
6 11 検証方法の設定
7 12 記録と保存方法の設定

＊　手順１～５は原則を実施するための前提となる。

considered the training system required for food sanitation inspectors in the future, including these factors. 

keywords: HACCP, hazards, closed-career system, training
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とが求められる．EHECのように，これまでの食品衛生
に対する一般的衛生管理事項では，必ずしも防ぎえない
食中毒事例が発生すれば，それを食品関係事業者に周知
し，正しい管理方法を助言・指導する食品衛生監視員等
の役割は重要であり，食品衛生監視員等は常に最新の正
しい情報を入手し，その情報に基づき食品関係事業者を
助言・指導する必要がある．
このように科学的根拠に基づき食品に由来するハザー
ドの管理方法を定めていくHACCPを実施するには，多
様な知識が必要とされるため，その指導・監視を行う行
政機関の職員は適切なトレーニングを受けることが求め
られる．特にHACCPのように原則となる概念が示され
ている管理手法では，その方法を実際に施設に当てはめ
て，どのように原則を具体化するかは訓練と経験を要す
ることになる．そのため，既にHACCPの義務化が図ら
れている米国やEUでも様々な取り組みが実施されてお
り，その状況を確認した上で，わが国の研修について考
えてみることにしたい．

III．公務員の雇用形態

わが国での研修を考える場合，わが国の雇用形態に適
した研修スタイルはどのようなものなのかも考える必要
があると思う．わが国の公務員の雇用形態は，クローズ
ド・キャリア・システム（閉鎖型任用制）であるとされ
ており，職員採用は，主として新規学卒者を対象とし
て，職種ごとに実施される[7]．採用者に求められるのは，
特定のポストに必要な能力ではなく，学歴や専門知識の
ような当該職種全般への適性，あるいは潜在能力の証明
である．採用された職員は，当該職種あるいは当該団体
における最下位のポストを起点とし，配転や昇進等を経
ながら，階層的に整備された公務組織上の地位を上昇し
ていく．多くの職員は定年まで公務員として過ごす．従っ
て，長期（終身）雇用が前提であり，中途採用は例外的
で，官民間の労働力移動を想定していない[7]とされて
いる．現在は，非正規雇用の増加で，国・地方とも正規
雇用者の他に補助的業務を行う者も増えているが，まだ，
クローズド・キャリア・システムは維持されているとこ
ろが多いと思われる．
一方，オープン・キャリア・システムは，公務員の継

続的昇進を前提としないシステムで，米国などで採用さ
れている．職員採用は，職（ポスト）に空席が生じた場
合に行われ，即戦力が要求されるため，採用対象は，新
規学卒者に限らず，社会一般に広く求められる．採用者
に求められるのは，当該ポストに必要な能力であるた
め， 1 つ 1 つのポストごとに，職務内容や担当職員に求
められる能力や資格が明確にされなければならず，ポス
トをその職務の種類・複雑困難さと責任の度に応じて分
類整理する，職階制の実施が必要不可欠となることを特
色とする[8]とある．後で米国農務省の食品安全検査局
（以下，FSISという．）の取り組みをこの雇用形態も加
味してみることにしたい．

IV．日本の雇用形態と人材育成

クローズド・キャリア・システムと言われる日本の雇
用制度では，主に新卒者の学歴・資格と潜在的能力によ
り採用されるため，各職場において能力を如何に開花さ
せていくかが重要となる．階層的に職位が上がるので，
現在の職位に求められる能力は，その場その場で取得し
ていくことになる．そこには継続的に職務を行うため，
職務を経験する中で実践的に身に付けていく能力が多く
あり，このシステムでは職場内訓練で開発される能力に
負うところが大きくなると思われる．一方で職場内訓練
にあまりに期待すると，改めて訓練を実施しなくても必
要な技能を身に付けることが可能であると考え，職員の
訓練が疎かになることも考えられる．また，各職位にお
いて求められる技能も，属人的に事後的な評価がされる
ため，各職位で何が要求されるかは明確化されることが
なく，その必要性も理解されにくいと思われる．

V．食品安全分野での研修制度

この職場内訓練で職員を育てていくやり方は，実施す
る業務にあまり変化がなく，特定の範囲の業務を繰り返
し行うだけであれば，前任者の業務を踏襲する形で，職
場内訓練を受ければ事足りると思われる．しかし，食品
衛生に係る業務は，例えば，前回の食品衛生法の改正で
は，リスク分析手法が導入[9]されたように，規制の概
念自体が変わるようなダイナミックな変更が行われてお

表 2　食品衛生法等の一部を改正する法律（平成30年6月13日公布）の概要
番号 内　容
1 広域的な食中毒事案への対策強化
2 HACCP（ハサップ）＊に沿った衛生管理の制度化
3 特別の注意を必要とする成分等を含む食品による健康被害情報の収集
4 国際整合的な食品用器具・容器包装の衛生規制の整備
5 営業許可制度の見直し、営業届出制度の創設
6 食品リコール情報の報告制度の創設
7 その他（乳製品・水産食品の衛生証明書の添付等の輸入要件化、自治体等の食品輸出関係事務に係る規定の創設等）
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り，今回行われた食品衛生法の改正も，表 2 [10]に示す
ように多岐に渡り，正しく理解して，事業者を指導する
ためには，そのための研修を受けることが必須と考えら
れる．そのためには厚生労働省の行う説明会等の広義
の研修を受けた上で，実際に事業者が実施できるよう
に具体的な方法を解説する必要があるので，制度の説
明の他に，自治体内で事業者を指導するための具体的
な方法を含めた研修を行う必要があると思われる．ま
た，説明だけでは十分に理解が困難な，概念が示されて
いるHACCPのような制度は，実際の事例に応用してみ
て，どのように指導・助言を行うことが適切なのかを検
討することが必須であり，同様の事例に取組んだ専門職
同士で意見交換を行い，更にその概念の理解を深めるこ
とにより，能力を開発していくことが求められるもので
ある．このような研修を，すべての専門職が受講できる
ように普及していくためには，戦略的な計画を立て，業
務との折り合いを付けながら研修を実施していくことに
なる．HACCPに限らず，関係する様々な食品衛生に係
る事項について研修を行うとなると，国や地域等で実施
される様々な研修機会を捉えて受講し，必要な情報や技

能習得方法を把握した上で，更に自治体内に普及してい
く必要が出てくる．

VI．欧米での研修について

ここからは，HACCPを義務的制度としている欧米で
のHACCP，およびその他の国際貿易に求められる事項
に関する研修について見てみることとしたい．

 1 ．米国のFSIS職員に求められるHACCP等に関する研修
米国は食品のHACCPによる管理を義務化しているが，
その中で食肉，家禽肉および卵製品の安全性を担当する
行政機関は農務省のFSISであり，その他の食品は保健
福祉省の食品医薬品局（FDA)が担当するという大きな
括りとなっている[11]．FSISは1996年からHACCP規則
を運用しており，規則に関連する運用通知（指令）が多
く発出されている．例えば， FSIS指令5000.1 [12]は「施
設の食品安全システムの検証」について，FSIS担当者が，
どのように施設のHACCPを含めた食品安全管理システ
ムを検証するか詳細に示しており，これを読み込むこと

表 3　FSIS 施行調査分析官に対する研修
番号 内　容
1 微生物学的サンプリングと試験の理解
2 法令
3 実践のルール
4 科学的/技術的資料の検索と評価
5 HACCPの 7 原則
6 HACCPの基礎Ⅰ．  HACCPシステム
7 HACCPの基礎 II：ハザード分析
8 食肉と家禽のハザードと管理ガイド
9 HACCPの基礎 III：前提条件プログラム
10 HACCP計画： 規制要件の評価
11 HACCP計画： モニタリングと改善措置
12 HACCPシステムの妥当性確認
13 HACCP計画の妥当性確認・検証・再評価
14 記録保持の要件
15 記録へのアクセスと検査の権限
16 過去の施行事例から得られた教訓
17 施行調査分析官のための公衆衛生情報システムの研修
18 コミュニケーション能力
19 施行調査分析官EIAOの業務方法
20 施行通知の作成と施設対応の評価
21 検証計画
22 行政執行報告
23 現場作業室の証拠収集手順
24 写真証拠収集
25 リコールにおける施行調査分析官EIAOの役割
26 保留と差押え
27 禁止行為に対する行政警告
28 施行調査分析官EIAO通信の執筆
29 施行調査分析官EIAO通信の書き方配布資料
30 極小規模・小規模工場に対する規制の公正な適用に関する法の適用方法



J. Natl. Inst. Public Health, 70 (2) : 2021

HACCPの制度化による食品衛生に関する食品衛生監視員等の研修について

153

により業務内容を理解することができるようになってい
る．その他にも，規則に基づき実施する業務内容が指令
として多く示されている[13]．
また，FSISでは職員の業務や職位に応じた研修プロ

グラムが示されており，一般的職員は業務内容に応じた
研修として，例えば，と畜検査研修，卵製品の検査研修
などが示されている．また，と畜場等の施設の包括的な
食品安全評価を行う施行調査分析官等を対象とした研修
プログラムが現場研修の一覧に含まれており，その内容
を表 3 に示した[14]．その内容はその職位に求められる
業務が詳細に示されており，これを確認すればその職位
に何が求められ，何を学ぶ必要があるか理解できるよう
になっており，そこにある資料を把握することにより，
自分の業務に関する全体像が把握できるものとなってい
る．例えば，「科学的/技術的資料の検索と評価」[15]には，
その職位に求められる役割として，「科学的または技術
的な根拠を解釈する知識，その施設が使用している科学
的根拠の評価，施設がその工程に科学的根拠を適切に適
用していない可能性がある場合の特定」が示されている．
このように，施設は科学的な根拠となる情報をどのよう
に HACCPシステムに適用・利用しているのか，その根
拠の適用には意味があるのか等を評価できるといった具
体的な事項が示されている．それだけに，そこに含まれ
る資料は相当の量があり，これをすべて理解した上で業
務を実施するためにはかなりの技能が求められ，研修で
講義を受けても，それを理解して実践するためには，相
当の時間と労力を掛けて習得していかなければならない
と思われる．米国の雇用形態はオープン・キャリア・シ
ステムであるため，その職位に適する者を募集して，そ
こに付きたい者が応募すると考えると，その職位に就い
た者に初期から求められる技能は膨大なものになる事が
予想される．しかも，食品の安全に求められる事項は，
複雑・多岐になっており，その傾向は今後，更に増大し
ていくことが予想され，要求が過大・過重となることも
考えられる．

 2 ．EUでの食品安全業務を行う職員に対する研修
EUでは，EC規則852/2004[16]により，2006年からHACCP

に基づく衛生管理が義務付けられている．従って，EU域
内を流通する食品は加盟国であるなしに限らず，HACCP
で管理されたものでなければならない．
また，EUでは食品・飼料法，動物衛生・福祉，植物
衛生，植物保護製品に関する規則の適用を確保するため
に行われる公的管理，およびその他の公的活動に関する
EU規則2017/625[17] により「より安全な食品のためのよ
り良いトレーニング」（ Better Training for Safer Food　以
下，BTSFという．）[18]を2006年から開始している．こ
れは，欧州委員会が，加盟国の管轄当局の職員，対象分
野の規制を担当する第三国の職員，そして必要に応じて
加盟国の他の当局の職員を対象とした研修活動を開発す
ることを可能にするものであるとしている[18]．その主
な目的は表 4 に示すように，EUの消費者保護を当然目
的としているが，そのためには非EU諸国も含めてEUの
規制モデルを普及させ，その求心力を向上することも目
的にあると思われる．このBTSFの研修活動への参加は，
各国の指定された管轄当局を通じて行われ，EU加盟国
とEU以外の一部の国では，参加者の選定を調整するた
めにBTSFの窓口が指定されており，日本では農林水産
省の職員が指名されている[19]．また，HACCPシステム
のように生産現場での管理手法の非EU諸国への移植は，
HACCPシステムに伴う一般的衛生管理や行政機関の監
視等の公的規制自体を実施させることになるため，EU
の制度自体の緩やかな移植につながる．
このBTSFの実施方法は，主にワークショップや専門
家の出向を通じて行われるが，2010年からは，行政的管
理に関わる多くの人々に提供するために，eラーニング
モジュールも開発して実施している．また，この研修構
想はトレーナーを養成するという原則に沿ったもので，
参加者は研修で得た知識を自国の同僚に広めることが求
められており[19]，国立保健医療科学院（以下，科学院
という）の行う研修と同様の位置づけと思われる．

表 4　BTSFの主な目的
主な目的

BTSF「より安全な食品のためのより良いトレーニング」構想の主な目的は、以下を視
野に入れたEUトレーニング戦略の組織化と開発である。
・ 消費者保護、動物の健康、動物福祉、植物の健康を高いレベルで確保し、維持する。
・ EU諸国における公的管理を改善し調和させ、雇用と成長に関するEUの優先事項に貢
献する食品事業のための公平な競争の場のための条件を整える。

・ EU市場において非EU諸国からの輸入食品の安全性を確保し、最終的にはEUの消費者
のリスクを軽減し、EU企業が非EU諸国からの安全な商品を容易に入手できるように
する。

・ EU企業の非EU相手国との並行した競争力を保証するために、EUと非EU相手国の間
で管理手続きの調和を確保する。

・ 他の国際貿易相手国の管轄当局との間でEUの規制モデルに対する信頼を築き、新た
な食品市場の機会とEU事業者の競争力向上のための道を開く。

・ 非EU諸国、特に発展途上国との公正な取引を確保する。
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表 5　EUにおけるBTSFの2019年の実施内容
EU域内の研修

研修名 期間・回数 参加者 開催国
動物の疾病予防 4 日間の研修を 9 回実施 269 ブルガリア、イタリア、ラトビア、オランダ
動物栄養 研修会を 3 回実施 86 チェコ、イタリア
動物福祉 3  日間の研修を 7 回実施 208 デンマーク、ドイツ、イタリア、スペイン、オランダ
抗菌薬耐性（AMR） 3 日間の研修を 4 回実施 141 ブルガリア、クロアチア、スペイン
監査システムと内部監査 4 日間の研修を 5 回実施 150 チェコ、ラトビア、ポルトガル
国境検査配置（BIP） 4 日間の研修を 6 回実施 154 ベルギー、クロアチア、フランス、スペイン
飼料・食品中の汚染物質の管理 3 日間の研修を 3 回実施 90 ドイツ、スペイン
内分泌かく乱物質 2 日間の研修を 2 回実施 115 ベルギー
EUの衛生・植物衛生法の施行 3 日間の研修を 6 回実施 181 ベルギー、ブルガリア、クロアチア、イタリア、ルクセンブ

ルク 

7 回の持続的研修を実施 358 ブルガリヤ、クロアチア、チェコ、ハンガリー、ルーマニア、
セルビア

食品接触材料 3 日間の研修を 5 回実施 143 エストニア, ドイツ, ギリシャ , イタリア, スペイン
食品詐欺/ 食品のE-商取引 5 日間の研修を 3 回を実施 　 89 スペイン、イタリア、ラトビア
食品衛生と柔軟性に関する規定 5 日間の研修を 7 回実施 202 クロアチア、フィンランド、ドイツ、イタリア、ラトビア
一次産品における食品衛生 4 日間の研修を 2 回実施 54 スペイン
食品改良剤 4 日間の研修を 9 回実施 232 ベルギー、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、ラトビア、オ

ランダ、ポーランド
食品情報と組成 4 日間の研修を 3 回実施 94 ギリシャ、ハンガリー、ポルトガル
HACCP原則 5 日間の研修を13回実施 313 チェコ共和国、フランス、ハンガリー、リトアニア、ポルト

ガル
包括的有害生物管理（IPM） 3 日間の研修を 8 回実施 226 チェコ共和国、フランス、ドイツ、イタリア、ラトビア、ス

ペイン、オランダ
人獣共通感染症および人獣共通
感染症病原体の微生物学的基準
とモニタリングおよび管理

3 日間の研修を 9 回実施 231 フランス、アイルランド、イタリア、ラトビア、スウェーデ
ン

犬と猫の動き 3 日間の研修を 4 回実施 116 フランス、ギリシャ、スペイン
公的管理規則 3 回のセミナーを開催 110 アイルランド
有機生産方式 3 日間の研修を 8 回実施 233 クロアチア、チェコ共和国、ドイツ、イタリア、リトアニア、

スペイン
食品によるアウトブレイクへの
準備と管理

3 日間の研修を 5 回実施 142 イタリア、ラトビア、スペイン

植物健康調査 3 日間の研修を 6 回実施 144 ドイツ、イタリア、ポルトガル、ルーマニア
植物保護製品PPP散布機器 3 日間の研修を 1 回実施 18 フランス
植物保護製品PPPの評価と認可 研修を 5 回実施 149 ベルギー、デンマーク、ギリシャ、イタリア、ポルトガル
保護されたデザインスキーム
（原産地表示等）

3 日間の研修を10回実施 297 チェコ共和国、エストニア、フランス、イタリア、ポーラン
ド、ポルトガル

連合監査への支援 3 日間の研修を 2 回実施 80 アイルランド
トレースの使用 3 日間の研修を 4 回実施 114 ギリシャ、ラトビア
伝達性海綿状脳症／動物副生物 3 日間の研修を 5 回実施 188 クロアチア、フランス、ポルトガル、スロベニア
連合概要報告書 研修を 3 回実施 102 アイルランド

　
EU域外の研修

研修名 期間・回数 参加者 開催国
抗菌薬耐性（AMR） 6 回のトレーニングセッ

ションを実施
170 アルゼンチン、エチオピア、ヨルダン、モンテネグロ、南ア

メリカ、ウクライナ
より安全な食品のためのより良
いトレーニング（BTSF）

4 日間の研修を 7 回実施 287 コロムビア、マレーシア、ヨルダン、南アフリカ、トルコ

食品検査 10日間の研修を 4 回実施 63 ギリシャ、アイルランド、イタリア、ポルトガル
公的管理のための情報管理シス
テム-トレース

研修を 8 回実施 252 アルゼンチン、コスタリカ、インド、レバノン、マラウイ、
セネガル、タイ、ウクライナ

リスク分析 3 日間の研修を 5 回実施 138 エチオピア、モロッコ、セネガル、タイ、ウクライナ
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BTSFの2019年の実施概要は表 5 [20]に示したが，EU
域内だけでなく，EU域外でも研修を実施しており，目
的に沿ってEUの消費者を守るため， EU企業が非EU諸国
からの安全な商品を容易に入手できるようにするために，
戦略的に実施されている．また，実施内容を見ると，通
常考える食品安全よりも広い範囲の主題が取り上げられ
ており，動物や植物の疾病や管理に係る事項，食品詐
欺・電子商取引，抗菌薬耐性，有機生産等も含まれてい
る．食品安全に関連する分野は消費者保護の観点からは
これまで以上に広がりがあり，規制機関の職員に求めら
れる技能の範囲も，広範かつ複雑化していることを反映
していると思われる．
この中からHACCPに関する研修について見てみると，
目的としては「食品事業者の特異性や特殊性を考慮し，
柔軟な方法を用いて，食品事業者がHACCPに基づくシ
ステムを適切に実施していることを検証するための，監
査を実施する能力を開発することである．」とあり，全
ての食品関係事業者を対象にするため，様々な種類の食
品を製造する事業者に柔軟に対応する必要があることを
踏まえた，行政の対応に適したものを目指している．ま
た，前提となる考え方には，「HACCPシステムは，食品
の安全性を確保する責任は事業者にあることを認識さ
せ，事業者が世界市場でより効果的に競争し，国際貿
易の障壁を減らすことを支援するものである．」として，
HACCPによる管理を普及させることが消費者保護につ
ながるとともに，国際貿易の障壁を将来的には削減でき
るという展望を示している．一方で，そこに至るまで
は，HACCPシステムの実施で自主管理のできる事業者
に育成することで，衛生規制に対して競争力が確保され，
EU域内では域外の事業者よりも優位に事業が実施でき，
世界市場でも同様に，食品の安全に関しては，自由に制
約を受けることなく流通することができる効果的な手段
になることを，暗黙に示しているとも考えられる．コー
スは 5 日間であるため，科学院で実施するものと大きな
違いはないと思われる．
また，他のコースにある動物福祉等は食品安全には直

接関係ないと思われるが，欧米では家畜・家禽を含め動
物を飼育等する際には，動物の要求と幸福を尊重して，
動物が人道的に扱われ，不当な不快感，不安，苦痛を与
えないようにすることが求められるため，その法令[21]
に基づく理解と指導等が目的となっている．この考え方
は，農場の動物を飼育する場合に適用され，加えて，と
殺方法に関するEUの規則[22]では，科学的知識と実務
経験に基づいて，動物を気絶させ，殺すための適切な承
認された方法を使用することで，動物の苦痛を最小限に
抑えることを目的としている．これはEU域内を流通す
る食品に求められるため，日本から輸出する食肉にも求
められる．そのため，輸出を希望する国や地方自治体の
職員，つまり実質的には衛生部局の職員は動物福祉に関
する制度を理解した上で，と畜場や食鳥処理場を指導し
なければならない．

VII． 科学院で行われる食品衛生関係の研修

 1 ．食肉安全に関する研修
科学院において食肉の安全に関する研修は 4 週間で実

施している[23]．その内容としては，期間を通じて自ら
設定した課題をグループワークにより取り組み，問題解
決に必要な方法論等を身に付ける課題研究や，食肉およ
び食鳥肉等に由来するハザードに関する知見や，リスク
コミュニケーションの手法を理解するための講義，ま
た，HACCPシステムによる衛生管理等について実施し
ている．HACCPシステムについては，と畜場や食鳥処
理場ではEHECやサルモネラ属菌等の生物的ハザードを
直接除去する加熱等の工程がない中で，ハザード分析に
基づき，施設の環境，設備等を衛生的に確保するための
一般的衛生管理や，家畜や家禽を食肉に処理する工程に
おける実際の作業手順を定める衛生標準作業手順書（以
下，SSOPという．）によりハザードを管理することにな
るが，処理の対象となるのは生きた家畜・家禽であり，
その動物の状態に応じて人が作業を行うため，定められ
た通り作業が行えるように適切な訓練を受ける必要があ
るが，訓練を受けた者が実施しても定めた作業方法から
逸脱してしまうことは起こり得る．その逸脱が安全に関
する部分で発生すれば，その食品の安全が確保されない
ため，ハザードが管理されている状況に改善させなけれ
ばならない．そのため，事前に逸脱の内容を想定し，そ
の改善方法を決める必要がある．現場においては，病原
微生物のようなハザードは糞便，消化管内容物及び外皮
等に含まれるため，目視で確認できる糞便や外皮等が食
肉となる部分に付着しないように管理することが必要に
なる．しかし，それだけでは本当に病原微生物が食肉を
汚染していないかは明確でなく，作業中に発生する外皮
に付着した糞便に由来するほこりやミストのようなもの
を介する汚染や，機械・器具や作業者を介する汚染も起
こり得るため，指標となる大腸菌や一般細菌等を検査し
て，汚染が実際にどの程度起こっているのか確認してい
る．その結果は即時に判明するわけではないが，後日判
明した結果とその時の現場の作業記録に比較し，評価す
ることで，問題点を見つけていくというシステム全体に
フィードバックを掛けて，一般的衛生管理やSSOPの実
施状況の再評価につなげている．つまり，指標菌の汚染
が増加した際に，どのような作業が行われていたか記録
により確認・評価し，相関する事項から改善点を見つけ
ていく作業を繰り返すことで，最も適した作業方法とな
るベストプラクティスを探求することになる．このよう
に 1 つの工程で確実にハザードを管理できる加熱のよう
な方法がないと畜場等では，様々なフィードバック系を
設定して，製品に安全上の問題が生じないように，細か
く管理する事項を定めるという複雑な体系が求められる．
と畜場等でこのような複雑な衛生管理体系が作れるよう
に指導を行うためには，行政の検査員には高い能力が求
められる．
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従って，複数の系が関係するシステムを現場に落とし
込むことを想定できるように，研修においても，実際に
そのようなと畜場の管理方法を実践している施設管理者
の講義を聞いたり，施設での演習を実施したりしている．

 2 ．HACCPによる食品衛生監視に関する研修
科学院においてHACCPシステムに関する食品製造施
設を主な対象とした研修は 2 週間で実施している[22]．
内容は講義と演習から構成され，演習では食品製造施設
に見学に行って，その施設の衛生管理を確認し，その管
理状況からどのような検証を実施する必要があるか，施
設の衛生管理と内部検証の状況から適切な管理が実施さ
れているかを評価する，外部検証を主に実施している．
しかし，まだ，制度当初のためHACCPを確実に実施で
きていない施設が多くあると思われるため，そのような
施設に対する助言・指導につながるように，全体的な衛
生状況を評価して，どのような点に不備があるのか，ど
のように指導することが効率的なHACCPシステムの構
築につながるのかを考えることも実施している．また，
ハザード分析で確認されたハザードは，HACCP計画で
管理するものや一般的衛生管理で管理するものもあるが，

一般的衛生管理で管理するハザードであっても確実に管
理しなければ食中毒につながるものは，SSOPを作成し
て管理する必要がある．そのため，SSOPに求められる
事項や逸脱した際の改善方法等についても自ら考えてお
く必要があると思われるため，ハザード分析，HACCP
計画，SSOPを作成してみて，事業者にとってどのよう
な点がつまずきの原因となりそうか等の考察や，指導
の方法について検討してもらっている．それらにより，
HACCP導入について様々な段階にある食品関係事業者
に適した，助言・指導や，監視が行えることを期待して
いる．

VIII．今後の食品安全に関する研修

科学院ではCOVID-19の流行に伴い，研修をリモート
で実施することに切り替え，令和 2 年度の研修は全てリ
モートでの実施となった．残念ながら，食品衛生に関す
る研修は見学に行けないことや，研修が比較的長期とな
るため，業務量が増大している保健所等の職員に，研修
に専念してもらうことが困難と判断して，リモートでの
研修は実施しなかったが，今後は必ずしも見学に行かな

表 6　過去10年間の食中毒病因物質別食中毒事件数・患者数・死者数（2010～2019年）
病因物質 事件数 患者数 死者数

サルモネラ属菌 378 12436 3
ぶどう球菌 309 6864 -

ボツリヌス菌 3 4 1
腸炎ビブリオ 113 1784 -

腸管出血性大腸菌（VT産生） 206 3532 26
その他の病原大腸菌 89 6076 -

ウエルシュ菌 251 15426 -

セレウス菌 75 996 -

エルシニア・エンテロコリチカ 8 289 -

カンピロバクター・ジェジュニ／コリ 3078 21319 -

ナグビブリオ 5 448 -

コレラ菌 - - -

赤痢菌 9 153 -

チフス菌 1 18 -

パラチフスＡ菌 - - -

その他の細菌 30 1056 -

ノロウイルス 3249 113466 1
その他のウイルス 85 3975 -

クドア 146 1570 -

サルコシスティス 2 14 -

アニサキス 1444 1483 -

その他の寄生虫 7 37 -

化学物質 128 2055 -

植物性自然毒 578 1855 16
動物性自然毒 284 476 6
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くてもビデオを見る等の代替する方法で，リモートでも
実施する必要がある．
また，HACCPに関する研修を考えると，HACCPの原

則を理解する基本的な研修は既に地方自治体で実施する
体制が確立されている[24]と考えられるため，引き続き
施設が実施しているHACCPを含めた衛生管理体制全体
を評価して，その中で補強する必要のある部分を指摘す
るといった外部検証の役割を中心に実施していくことに
なると思われる．また，制度の変更により全ての食品が
対象となったため，これまで継続的に食中毒の原因とな
ることの多かった病原体[25]（表 6 ）やそれらに関連す
る食品の管理方法についても，指導の要点等を確認し，
適切な管理の実施状況を検証するための方法についても，
考慮していく必要があると思われる．
さらに，食品産業界では食品を加工するための機械・

器具や，食品の特性や含有成分を測定する装置等の開発
や進歩が目覚ましい速度で進んでいるため，その流れに
ついて行くための講義も継続的に実施していく必要があ
る．
加えて，米国の制度で見たように，その職位に求めら

れる技能を明確にし，その一覧を示すことで，自らの業
務に求められる内容を明確にしていく方法は，クローズ
ド・キャリア・システムで雇用される者にとっても有効
と思われ，必要な技能を明示すれば，そこに示される内
容を段階的に学んでいくことが可能になると思われる．
また，食品安全に関係する事項の広がりについては，

EUの研修で見たように，今後も様々な分野で関係する
事項が出てくると思われるが，現状，日本では動物福祉
等，対応が遅れていると考えられる部分があるため，食
品の国際的な流通を考えると広くアンテナを張っておく
必要があると思われる．このような関連分野を今後，研
修が必要となる分野として整理しておくことも必要かも
しれない．
一方で，全ての事項を科学院で実施することは現実的

ではないため，その分野ではある程度普及し，概ね理解
された事項については，eラーニングのような形で学習
できる環境を整え，関係する業務に既についている職員
にとっては，復習のために確認できる資料として，また，
新規に就任した者には必要な知識として，確実に理解し
てもらう資料として利用できるようにしておけば，その
分野では常に一定の技能のレベルを確保できる教材とし
て利用可能と思われる．さらに，動物の疾病や福祉等，
農林水産省や環境省等の他省庁に関係する事項について
は，省庁の垣根を超えて研修できるシステムを，デジタ
ル教材の整備等で連携していくことができれば良いと思
われる．
このように教材の準備はもちろん必要だが，EUが実
施しているBTSFのように，消費者に安全な食品を提供
するためには，担当職員は適切な研修を受けることが必
要であり，様々な形で研修機会や時間が確保されるべき
であることが理解されることが必須であると思われる．
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